
第４次群馬県犯罪被害者等基本計画の概要
生活こども部生活こども課

Ⅰ 基本的な考え方

１ 計画策定の趣旨

「第３次群馬県犯罪被害者等基本計画」の計画期間が終了することから、本県における犯罪被

害者等支援の現状を踏まえ、今後に向けた基本的な方向性を定め、県の取組を総合的かつ計画

的に推進することを目的として計画を策定する。

２ 計画の位置付け

１ 犯罪被害者等基本法 平成17年４月施行 及び 国 第４次犯罪被害者等基本計画 令（ ）「 （ ）」 「（ ） （

和３年３月30日閣議決定：５カ年計画 」並びに「群馬県犯罪被害者等支援条例」を踏ま）

えた計画

（２ 「新・群馬県総合計画」及び「群馬県生活安心いきいきプラン」の個別計画）

（３ 「第３次群馬県犯罪被害者等基本計画」の後継計画）

３ 計画期間

令和４年度～８年度（５年間）

４ 計画目標

県民一人一人が犯罪被害者等の置かれている状況を理解し、その尊厳を重んじるとともに、

犯罪被害者等支援施策を途切れることなく円滑かつ的確に推進することにより、犯罪被害者等

の権利利益が保護され、誰もが安心して暮らすことができる社会の実現を目指す。

Ⅱ 第３次基本計画の評価等

１ ３次計画の評価

県では、平成２９年３月に策定した「第３次群馬県犯罪被害者等基本計画」に基づき、５つ

の重点課題について８８施策（※取組数１２６）を実施しました。

平成２９年度から令和３年度の計画期間内における各施策の取組状況について、各施策所管

課が自己評価を行ったところ、下記の結果となりました。

評 価 取組数 割合

Ａ（十分推進している） ７９ ６２．７％

Ｂ（概ね推進しているが改善の余地がある） ４２ ３３．３％

Ｃ（ある程度進んでいるが改善の必要がある又は評価不能） ５ ４．０％

合 計 １２６※ １００．０％

※複数所属において１つの施策を実施・評価する場合があるため、施策数と取組数は一致しません

２ 社会情勢の変化への対応

（１）インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関する条例の制定

県民が被害者にも加害者にもなることなく、誰もがインターネットの恩恵を享受できる安

全で安心な社会の実現を目指すべく 「インターネット上の誹謗中傷等の被害者支援等に関、

する条例」を令和２年１２月に制定。併せて 「インターネット上の誹謗中傷相談窓口」を、

設置。

（２）群馬県犯罪被害者等支援条例の制定

犯罪被害者等一人ひとりに寄り添い、誰もが安心して暮らすことができる社会を目指して

「群馬県犯罪被害者等支援条例」を令和３年３月に制定。



Ⅲ 第４次計画の特徴

１ ３つの基本方針及び５つの重点課題

本計画では、犯罪被害者等の支援に関する政策目的を明確にするため、３つの基本方針と５

つの重点課題の下に施策を分類し、本県の状況に応じた施策を実施及び検討していきます。

（１）３つの基本方針

○ 基本方針Ⅰ 身体的・精神的被害及び生活基盤の回復、権利行使への取組の推進

○ 基本方針Ⅱ 支援体制整備への取組の推進

○ 基本方針Ⅲ 犯罪被害者等を支えるための社会気運醸成への取組の推進

（２）５つの重点課題

○ 損害回復・経済的支援等への取組

○ 精神的・身体的被害の回復・防止への取組

○ 刑事手続への関与拡充への取組

○ 支援等のための体制整備への取組

○ 県民の理解の増進と配慮・協力の確保への取組

２ 目標指標の設定

、 、犯罪被害者等支援を行う上で 計画的に支援体制整備を推進することが重要であることから

第３次基本計画からは体制整備に係る目標指標を新たに設定しています。また、第４次計画か

ら 「市町村における犯罪被害者等支援を目的とした条例等の制定」を新たな目標指標として、

掲げました。

指 標 現状 目標第３次計画策定時

(平成２８年度) (令和２年度) (令和８年度)

(1)犯罪被害者支援センターの認知度 5.3% 100%（注１） －

(2)県性暴力被害者サポートセンターの認知度 3.5% 80%（注１） －

(3)ＤＶ等の被害者のための制度や相談窓口を知っている人の割 79.4% 62.8% 100%

（注１）合

箇所 箇所 箇所(4)配偶者暴力相談支援センターの設置数 5 7 12

町 市町村(5)市町村における犯罪被害者等支援を目的とした条例等の制定 1 12－

（注１ 「男女共同参画社会に関する県民意識調査」による）

３ 新たな課題及び第３次計画の評価に基づく対応

（１）新たな課題への対応

デジタル化の進展等による社会生活の変化に対応した被害者支援等への取組推進

（２）第３次計画の評価に基づく取組内容の強化

関係機関及び関係団体等との連携による更なる取組の強化

（３）国の第４次計画に基づく性犯罪被害者支援の体制強化

Ⅳ 計画策定スケジュール

・令和３年１１月：第１回群馬県犯罪被害者等支援推進協議会（計画素案について）

・令和３年１２月：計画素案に対するパブリックコメント実施

～４年 １月

・令和４年 ２月：第２回群馬県犯罪被害者等支援推進協議会（計画案について）

・令和４年 ３月：令和４年第１回定例会（計画案の説明）



【参考】　施策の体系図
※赤字は第４次計画から新規で追加する取組
※青字は県条例に基づき追加した項目及び取組
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基本方針

基本方針Ⅰ

身体的・精神的被害

及び生活基盤の回復、

権利行使への取組の

推進

基本方針Ⅱ

支援体制整備への

取組の推進

基本方針Ⅲ

犯罪被害者等を支え

るための社会気運醸

成への取組の推進

重点課題

重点課題２

精神的・身体的被害の回

復・防止への取組

重点課題１

損害回復・経済的支援等

への取組

重点課題３

刑事手続への関与拡充へ

の取組

重点課題４

支援等のための体制整備

への取組

重点課題５

県民の理解の増進と配

慮・協力の確保への取組

１ 損害賠償の請求についての支援等

基本的な方向性

１ 刑事手続への関与のための犯罪被害者

等に対する情報提供の充実

２ 給付金の支給に関する制度の適正な運用等

３ 居住の安定

４ 雇用の安定

１ 保健医療及び福祉サービスの提供等

２ 安全の確保

３ 保護、捜査、公判における配慮等

１ 相談及び情報の提供等の総合的支援

２ 調査研究の推進並びに犯罪被害者等の

支援に係る人材の養成及び資質の向上並

びに心理的負担の軽減等

３ 民間被害者支援団体に対する援助

１ 県民の理解の増進と配慮・協力の確保

への取組

主な県の取組

・損害賠償請求制度の周知 ・広報啓発による各種支援制度の周知 ・相談窓口に関する情報提供

・民事法律扶助制度に関する情報提供 ・暴力団犯罪による被害回復への支援

・給付金の支給に関する制度の適正な運用 ・海外における犯罪被害者等に対する経済的支援 ・その他の公費支出の適

正な運用 ・交通遺児等への支援制度の情報提供 ・暴力団犯罪被害者への支援制度の情報提供 ・見舞金制度等の導

入を希望する市町村に対する協力

・県営住宅入居への優先的取扱い及び配慮 ・民間賃貸住宅への円滑な入居の促進 ・ＤＶ被害女性等に対する一時保護

・雇用主等への周知・啓発 ・各種就労支援

・精神保健福祉相談 ・救急医療体制の確保 ・生活支援 ・児童生徒の健全育成 ・各種子育て支援 ・ひとり親家

庭自立支援 ・障害者に対する経済的支援・福祉サービスの提供 ・聴覚及び言語障害者の安全確保 ・高齢者虐待へ

の対応 等

・ＤＶ被害女性等に対する一時保護 ・児童相談所一時保護所等の運営 ・児童虐待防止 ・児童虐待への対応

・被害者連絡制度による適切な情報提供 ・再被害防止措置の推進 ・暴力団等からの被害防止

・女性警察官等の効果的な活用 ・ビデオリンク等の保護措置の周知 ・警察施設における環境改善

・外国籍犯罪被害者等への対応 ・カウンセリング体制の充実 ・被害児童からの事情聴取における配慮

・「被害者の手引」の活用 ・各種刑事手続における適切な説明、情報提供等 ・被害者連絡制度による適切な情報提供

・検視及び司法解剖時における適切な説明 ・交通事故捜査体制の強化等

・犯罪被害者等支援総合窓口による情報提供等 ・相談支援体制の充実強化 ・県性暴力被害者サポートセンターの体

制強化 ・各種広報啓発資料の作成・配布 ・ＤＶ被害者等に対する情報提供、相談支援 ・児童虐待への的確な対応 ・少

年被害者相談 ・高齢者虐待への的確な対応 ・障害を理由とする差別相談の実施 ・インターネット上の誹謗中傷に関する

相談体制の充実 ・医療機関における情報提供 ・無料交通事故相談の実施 ・公立学校における関係機関との情報の共

有 ・スクールカウンセラーの活用 ・指定被害者支援要員制度の適正な運用 ・市町村における適切な情報提供及び各警

察署等との連携の促進 ・少年サポートセンターによる支援 ・暴力団による被害の相談支援 ・市町村における犯罪被害者

等支援条例の制定に関する協力 等

・犯罪被害者等の支援に携わるボランティア等の養成 ・一時保護所の職員研修 ・教職員研修の充実 ・犯罪被害者等支

援に関わる県職員の資質の向上 ・犯罪被害者等支援に従事する者に対する支援 ・市町村間の連携・協力の促進 等

・民間被害者支援団体等への支援の充実及び連携・協力関係の強化 ・交通遺児支援団体への支援等

・犯罪被害者等の援助を行う民間団体の活動への支援等

・児童生徒への道徳教育 ・学校教育における人権教育の推進 ・社会教育における人権教育事業の活用 ・特定期間内

における集中的な広報啓発の実施 ・インターネット上の誹謗中傷等に関する広報啓発活動の強化と県民のインターネット

リテラシーの向上 ・中学生・高校生を対象とした「命の大切さを学ぶ教室」の開催等 ・犯罪発生状況の情報提供 等

４ 子どもの発達段階に応じた支援とケアの

充実
・虐待を受けた子どもへの支援 ・スクールカウンセラーの活用

・犯罪被害者等の居住地の自治体及び民間支援団体との連携４ 県内外の関係機関との連携


